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こども医療費助成制度が
始まります

問い合わせ　子育て支援課
（℡  893・6406）

　

市
は
、
７
月
診
療
分
か
ら
「
乳

幼
児
等
医
療
費
助
成
制
度
」を「
こ

ど
も
医
療
費
助
成
制
度
」
に
変
更

し
、新
た
に
制
度
を
拡
充
し
ま
す
。

　

な
お
、
対
象
の
子
ど
も
が
い
る

家
庭
に
は
、
順
次
、
制
度
の
案
内

を
郵
送
し
ま
す
。

■
拡
充
内
容

対 　

象　

市
内
在
住
の
小
学
校
３

年
生
修
了
ま
で
の
、
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
子
ど
も

※ 

他
の
医
療
費
助
成
制
度
受
給
者

や
、
生
活
保
護
な
ど
の
対
象
世

帯
を
除
く

助
成
対
象

▽ 

通
院
医
療
費
＝
小
学
校
３
年
生

修
了
ま
で

▽ 
入
院
医
療
費
・
入
院
時
食
事
療

養
費
＝
小
学
校
６
年
生
修
了
ま

で〈
変
更
な
し
〉

※ 

医
療
費
の
全
額
が
、
他
の
制
度

で
助
成
さ
れ
る
場
合
や
保
険
適

用
外
は
除
き
ま
す
。

負 

担
額　

１
日
５
０
０
円
（
た
だ

し
、
１
医
療
機
関
に
つ
き
、
１

か
月
に
２
回
〈
１
０
０
０
円
〉

ま
で
の
負
担
）

実
施
開
始　

７
月
診
療
分
か
ら

■
案
内
の
送
付

① 

現
在
、
乳
幼
児
医
療
証
（
黄
色
）

の
対
象
者
（
小
学
校
就
学
前
の

子
ど
も
）
は
、
６
月
末
ま
で
に

７
月
１
日
（
火
）
か
ら
使
用
で

き
る
「
こ
ど
も
医
療
証
」
を
郵

送
し
ま
す
。

② 

現
在
、
小
学
校
１
〜
３
年
生
ま

で
の
人
で

▽ 

国
保
加
入
者
＝
６
月
末
ま
で
に

「
こ
ど
も
医
療
証
」を
郵
送
し
ま
す

▽ 

国
保
以
外
の
健
保
加
入
者
＝
５

月
末
に
郵
送
し
た
申
請
書
と
健

康
保
険
証
の
写
し
な
ど
を
６
月

中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。引

き
換
え
に
「
こ
ど
も
医
療
証
」

を
渡
し
ま
す

※ 

①
②
と
も
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
や
名
前
・
住
所
な
ど
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

郵
送
受
付
・
担
当
課
以
外
で
の

提
出
は
、後
日
郵
送
し
ま
す
。

介護保険の
お知らせ

問い合わせ　高齢介護課
（℡  893・6400）

■
保
険
料
の
本
算
定
・
本
徴
収

　

６
月
は
１
年
間
の
介
護
保
険
料

を
決
定
す
る
月
で
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
人
）
に
「
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

を
、６
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。

　

普
通
徴
収
（
口
座
振
替
・
金
融

機
関
な
ど
で
の
納
付
）
の
人
は
、

納
付
回
数
が
10
回
（
６
月
〜
翌
年

３
月
分
）で
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

人
は
、
仮
徴
収
を
行
い
、
納
付
は

偶
数
月
の
年
６
回
で
す
。

■
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
は
、
40
〜
64
歳
の
医

療
保
険
加
入
者
と
、
65
歳
以
上
の

す
べ
て
の
人
で
す
。こ
の
制
度
は

み
な
さ
ん
の
保
険
料
と
公
費
で
運

営
さ
れ
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、

安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
保
険
料
は
期
限
ま
で
に

　

保
険
料
の
滞
納
が
あ
っ
た
場

合
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
使
う
と
き

に
支
払
う
１
割
の
自
己
負
担
が
３

割
に
な
る
な
ど
、
滞
納
期
間
に
応

じ
た
保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。必
ず
納
期
限

内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
６
月
か
ら
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
納
付
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
軽
減

　

真
に
生
活
が
困
難
な
状
況
に
あ

る
人
に
対
し
、
生
活
実
態
に
則
し

た
保
険
料
の
軽
減
を
行
い
ま
す
。

対 　

象　

介
護
保
険
料
所
得
段
階

区
分
が
第
３
・
４
段
階
で
、
次

の
①
〜
⑧
の
要
件
す
べ
て
に
該

当
し
、
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

① 

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で

あ
る
こ
と
（
確
定
申
告
ま
た
は

市
民
税
申
告
が
必
要
）

② 

世
帯
の
年
間
収
入
合
計
が

１
４
４
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

（
２
人
以
上
の
場
合
は
33
万
円
、

配
偶
者
は
38
万
円
を
加
算
）

③ 

市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
な
い
こ
と

④ 

市
民
税
課
税
者
と
生
計
を
共
に

し
て
い
な
い
こ
と

⑤ 

健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険

で
、
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と

⑥ 

資
産
な
ど
を
活
用
し
て
も
、
生

活
が
困
窮
し
て
い
る
状
態
に
あ

る
こ
と（
住
居
用
資
産
を
除
く
）

⑦ 

世
帯
の
銀
行
預
金
な
ど
の
元
本

合
計
が
３
５
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と

⑧ 

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

軽 

減
内
容　

保
険
料
第
３
段
階
を

第
２
段
階
に
、
第
４
段
階
を
第

３
段
階
に
軽
減

申 

し
込
み　
「
平
成
26
年
度
介
護

保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特
別
徴

収
開
始
通
知
書
」、
印
鑑
、
預
貯

金
・
年
金
受
給
額
が
確
認
で
き

る
も
の
（
世
帯
全
員
分
）
を
高

齢
介
護
課
ま
で
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

■
保
険
料
の
徴
収
猶
予

　

保
険
料
の
支
払
い
が
、
一
時
的

に
困
難
な
状
況
に
あ
る
人
に
は
、

徴
収
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

第 1号被保険者（65 歳以上）の介護保険料
段階 対　象 保険料

１ 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課
税世帯 27,756 円

2
世帯全員が市民税非課税で、前年の
本人の合計所得金額と年金収入額
の合計が

 80万円以下 27,756 円

3  80 万１円以上
 120 万円以下 36,084 円

4  120 万１円以上 41,628 円
5 世帯の誰かに市民税が課税されて
いるが本人が非課税で、かつ前年
の本人の合計所得金額と年金収入
額の合計が

 80 万円以下 49,956 円

6  80 万１円以上 55,500 円
（基準額）

7

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が

 190 万円未満 66,600 円

8  190 万円以上
 200 万円未満 72,156 円

９  200 万円以上
 350 万円未満 83,256 円

10  350 万円以上
 500 万円未満 94,356 円

11  500 万円以上
 650 万円未満 99,900 円

12  650 万円以上
 800 万円未満 102,684 円

13  800 万円以上 105,456 円

※ 所得金額は、前年（25年 1～ 12月）の合計所得金額です。
※ 合計所得金額とは、例えば公的年金のみの人であれば、公的年金収入
額から必要経費にあたる公的年金等控除額を差し引いた額になります。
（社会保険料等控除前の額）

保険料の納め方（第 1号被保険者）

特別徴収（年金から天引き）
　老齢・退職年金などが年額 18万円（月額 1
万 5千円）以上の人は、2か月ごとの年金定
期支払時に、介護保険料が天引きされます。

普通徴収（納付書・口座振替）
　老齢・退職年金などが年額 18万円（月額 1
万 5千円）未満の人、特別徴収が開始される
前の人は、納付書を送りますので、納付期限
までにお近くの金融機関などで納めてくださ
い。また、納め忘れがないよう、口座振替を
お勧めします。

　

消
費
税
の
増
税
に
伴
い
、
低
所

得
者
や
子
育
て
世
帯
へ
の
負
担
の

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
暫
定

的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
お
よ
び
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、受
け
取
る
給
付
金
は
、

ど
ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。

基 

準
日　

26
年
１
月
１
日
時
点
で

住
民
票
が
交
野
市
に
あ
る
人

※ 

基
準
日
に
生
ま
れ
た
人
は
、
給

付
の
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
基

準
日
の
翌
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
や
、
基
準
日
か
ら
支
給
決
定

ま
で
の
間
に
亡
く
な
っ
た
人

は
、対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
臨
時
福
祉
給
付
金

対 　

象　

26
年
度
分
の
市
民
税

（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
人

※ 

た
だ
し
、
市
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
親

族
や
、
生
活
保
護
の
被
保
護
者

な
ど
は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

給 

付
額　

１
人
に
つ
き
１
万
円

加
算
対
象
者

　

対
象
者
の
う
ち
、
次
に
該
当
す

る
人
は
、
１
人
５
千
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
複
数
の
加
算
措

置
該
当
者
で
も
同
額
と
な
り
ま
す
。

▽ 
老
齢
基
礎
年
金
、
障
が
い
基
礎

年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の

受
給
者
で
、
26
年
３
月
分
の
受

給
権
が
あ
り
、
４
月
ま
た
は
５

月
に
年
金
の
振
り
込
み
が
あ
る

人
▽ 

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
、
特
別
障
が
い
者
手
当
、
障

が
い
児
福
祉
手
当
、福
祉
手
当（
経

過
措
置
分
）
な
ど
の
受
給
者
で
、

26
年
１
月
分
の
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人

申 

請
期
間　

７
月
１
日
（
火
）
〜

10
月
１
日
（
水
）

※ 

６
月
中
旬
以
降
に
、
制
度
の
案

内
な
ど
を
全
世
帯
（
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
支
給
対
象

者
を
除
く
）
に
郵
送

■ 

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

対 　

象　

26
年
１
月
分
の
児
童
手

当
（
特
例
給
付
を
含
む
）
の
受

給
者
で
、
25
年
の
所
得
が
児
童

手
当
の
所
得
制
限
額
に
満
た
な

い
人

※ 

た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
者
や
生
活
保
護
の
被
保
護
者

な
ど
は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

給 

付
額　

１
万
円
（
対
象
児
童
１

人
あ
た
り
）

申 

請
期
間　

７
月
１
日
（
火
）
〜

10
月
１
日
（
水
）

※ 

６
月
中
旬
以
降
に
、
制
度
の
案

内
を
１
月
分
児
童
手
当
受
給
者

に
郵
送

提 

出
書
類　

申
請
書
、
身
分
証
明

書
の
写
し
（
運
転
免
許
証
、
健

康
保
険
者
証
な
ど
）、
振
込
口

座
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

（
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）

「臨時福祉給付金」
「子育て世帯臨時特例

給付金」

　問い合わせ　臨時福祉金・子育て世帯臨時
　　特例給付金給付事業推進室（℡  892・0121）

給付金詐欺にご注意ください！

　給付を装った振り込め詐欺、個人情
報の詐取にご注意ください。
　少しでもおかしいと感じた場合は、
迷わず交野警察署にご連絡ください。
問 い合わせ　交野警察署（℡  891・
1234）

４
月

６
月

８
月

10
月

12
月

２
月

仮徴収期間 本徴収期間

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月

本算定期間
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6
月
中
旬
に
発
送
予
定
の
「
国

民
健
康
保
険
料
納
入
通
知
書
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
は
、
12

か
月
分
の
年
間
保
険
料
を
10
回
で

割
っ
て
計
算
し
た
も
の
で
す
。

　

保
険
料
率
は
、
医
療
費
の
伸
び

や
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
所
得

の
状
況
、
加
入
者
数
お
よ
び
加
入

世
帯
を
基
に
算
出
し
て
い
ま
す
。ま

た
、
保
険
料
は
、医
療
分
・
支
援
金

分
・
介
護
分
を
合
算
し
た
額
で
す
。

　

限
度
額
に
つ
い
て
は
、
中
間
所

得
者
層
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
国
の
基
準
ど
お
り
支
援
金
分

を
14
万
円
か
ら
16
万
円
に
、
介
護

分
を
12
万
円
か
ら
14
万
円
に
引
き

上
げ
ま
し
た
。

　

所
得
割
、均
等
割
、平
等
割
の
保

険
料
率
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

年
間
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、

12
か
月
分
を
年
10
回
（
６
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
）
に
割
っ
て
の
支

払
い
と
な
り
ま
す
。

　

５
月
中
に
転
出
や
社
会
保
険
の

加
入
な
ど
で
、国
民
健
康
保
険
の
資

格
を
喪
失
し
た
世
帯
は
、４
月
分
の

保
険
料
を
26
年
度
の
保
険
料
確
定

後
の
６
月
納
期
分
（
１
期
分
）
と
し

て
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

　

世
帯
の
人
は
、
４
月
、
６
月
、
８

　

月
が
仮
徴
収
と
な
り
、
10
月
、

　

12
月
、
２
月
が
本
徴
収
の
年
６

　

回
払
い
と
な
り
ま
す
。

　

災
害
、
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ

り
、
大
幅
に
所
得
が
減
少
し
た
場

合
や
、
生
活
困
窮
な
ど
特
別
な
事

情
に
よ
り
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
、
保
険
料
の
減
免
や

軽
減
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
医
療
保
険
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

平
日
の
昼
間
に
、
納
付
や
納
付

相
談
が
困
難
な
人
は
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と 　

き　

６
月
14
日
（
土
）・
15

日
（
日
）
い
ず
れ
も
午
前
10
時

〜
午
後
３
時

と 

こ
ろ　

市
役
所
本
館
１
階　

医

療
保
険
課

　

次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
病
院
な

ど
に
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担

額
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
、
一

部
負
担
金
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。

①
世
帯
主
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被  

  

保
険
者
が
所
有
す
る
家
屋
や
そ

　

の
他
の
財
産
が
風
水
害
、
火
災

　

な
ど
で
全
壊
、
全
焼
な
ど
重
大

　

な
被
害
を
受
け
た
場
合

②
世
帯
主
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被

　

保
険
者
が
事
業
の
休
廃
止
、
失

　

業
や
傷
病
、
死
亡
に
よ
り
収
入

　

が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

③
そ
の
他
に
①
・
②
に
類
す
る
事

　

由
が
あ
り
、
医
療
機
関
へ
の
支

　

払
い
が
極
め
て
困
難
な
場
合

※ 

減
免
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、一
定

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
を
口
座
振
替
に

す
る
と
、
毎
月
納
め
に
行
く
手
間

26 年度　保険料の料率
医療分 支援金分 介護分

（
①
〜
③
の
合
計
）

年
間
保
険
料

①所得割
基準総所得金額
（25年中の
　所得が対象）

× 7.30 ％ × 2.24 ％ × 2.18％

②均等割 被保険者
1人あたり 27,360 円 8,180 円 9,930 円

③平等割 1世帯あたり 21,540 円 6,440 円 5,780 円

限度額 51万円 16万円 14万円

40歳以上 65歳未満の国保加入者は、介護分が加算されます。

所得割の基準総所得金額の計算方法
○給与所得などの場合
　給与収入－給与所得控除－基礎控除（33万円）
○公的年金などの場合
　年金などの収入－公的年金等控除－基礎控除（33万円）
○営業・その他の事業・不動産所得などの場合
　 収入－必要経費－基礎控除（33万円）
※複数の所得がある場合でも、基礎控除は 33万円のみです。

が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
な
り

ま
す
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
市
役
所

本
館
１
階
医
療
保
険
課
、
星
田
出

張
所
、
市
内
の
指
定
金
融
機
関
に

あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
に
必
要
な
も
の　

▽
預
貯
金
通
帳

▽
金
融
機
関
届
出
印

▽
国
民
健
康
保
険
の
納
入
通
知
書

申 
し
込
み
先　

市
指
定
の
金
融
機

関
窓
口

国民健康保険の
お知らせ

問い合わせ　医療保険課
（℡  892・0121）

　

６
月
発
行
分
の
納
付
書
か
ら
、

保
険
料
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
で
は
夜
間
・
休
日
を

含
め
、
い
つ
で
も
納
付
可
能
と
な

り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
金

融
機
関
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※ 

納
付
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
、

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

の
印
刷
が
な
い
納
付
書
は
、
コ

ン
ビ
ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

納
付
方
法
に
つ
い
て

保
険
料
金
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

休
日
納
付
相
談
窓
口

医
療
費
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
で

コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
可
能

場
合
で
も
、契
約
時
の
詳
細
を

話
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
解
約
に

つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

就
職
難
に
悩
む

学
生
に
対
し
「
人

脈
が
広
が
る
」
な
ど
と
言
っ
て
、

資
産
運
用
ソ
フ
ト
や
ビ
ジ
ネ
ス

講
座
な
ど
の
契
約
を
結
ば
せ
る

苦
情
が
、寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

友
人
や
知
人
か
ら
勧
誘
さ

れ
、
他
人
に
紹
介
し
、
商
品
の

購
入
に
つ
な
が
れ
ば
マ
ー
ジ
ン

が
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
点
が
、

マ
ル
チ
商
法
に
似
て
い
ま
す
。

　

友
人
を
勧
誘
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
人
と
の
関
係
を
壊
し

て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
消
費
者
金
融
な
ど
で
借

金
を
さ
せ
て
、
支
払
わ
せ
る
ケ

ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

友
人
か
ら
の
誘
い
で
あ
っ
て

も
、
必
要
の
な
い
場
合
は
き
っ

ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

　

大
学
の
友
人
に
「
人

脈
が
広
げ
ら
れ
る
組
織

が
あ
る
」
と
誘
わ
れ
、
加
入
条

件
の
50
万
円
の
資
産
運
用
ソ
フ

ト
を
購
入
し
、
組
織
に
入
り
ま

し
た
。

　

他
人
を
紹
介
し
、
ソ
フ
ト
の

購
入
に
つ
な
が
れ
ば
マ
ー
ジ
ン

（
紹
介
料
な
ど
）が
入
る
と
聞
き

ま
し
た
が
、や
は
り
高
額
で
す
。

解
約
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

マ
ル
チ
商
法
に
あ
た

る
場
合
は
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
（
無
条
件
解
除
）
や

取
り
消
し
、
中
途
解
約
が
で
き

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
ル
チ
商
法
と
は
い
え
な
い

ＱＡ

助
言

消費者相談
　～〝人脈が広がる〟と誘われ、
　　　　資産運用ソフトを購入～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

情報公開制度と
個人情報保護制度の

運用実績

問い合わせ　情報課（℡  892・0121）

　

市
民
の
み
な
さ
ん
に
市
政
へ
の

理
解
と
信
頼
を
深
め
て
い
た
だ

き
、
開
か
れ
た
市
政
を
実
現
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
情
報
公
開

制
度
（
市
が
管
理
し
て
い
る
公
文

書
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
を
保

障
す
る
制
度
）」
と
、「
個
人
情
報

保
護
制
度
（
市
が
管
理
し
て
い
る

個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
い
、

自
分
自
身
の
情
報
の
開
示
・
訂
正
・

削
除
な
ど
を
請
求
す
る
権
利
を
保

障
す
る
制
度
）」
に
つ
い
て
、
下
表

の
と
お
り
、
25
年
度
の
運
用
状
況

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

制
度
の
概
要
や
、
開
示
請
求
の

情
報
公
開
制
度

開示請求の状況
市内在住者　　　　21件
市外在住者　　　　37件
開示決定の状況
全部開示                 8 件
部分開示　　　　　48件
不存在　　　　　　  2 件
主な開示請求の内容

▽土地・道路などに関するもの

個
人
情
報
保
護
制
度

開示請求の状況

開示請求の件数       11 件
開示決定の状況
全部開示                  4 件
部分開示　　　　　　4件
不存在　　　　　　　2件
取り下げ　　　　　　1件
主な開示請求の内容

▽  戸籍謄本・住民票に関するもの

▽巡回相談に関するもの

請
求
書
な
ど
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.city.katano.osaka.
jp/docs/2011080200127/

）
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
の
１
０
０
％
出
資
法

人
で
あ
る
交
野
市
土
地
開
発
公
社

や
㈶
交
野
市
体
育
文
化
協
会
な
ど

に
お
い
て
も
、
市
と
同
様
に
「
情

報
公
開
制
度
」「
個
人
情
報
保
護

制
度
」を
設
け
て
い
ま
す
。

■ 

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
・
会
議
傍

聴
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
役
所
本
館
２
階
に
あ
る
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
情
報
公
開

制
度
」
や
「
個
人
情
報
保
護
制
度
」

の
請
求
受
付
や
、
利
用
方
法
の
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
予

算
書
・
議
案
書
・
会
議
の
議
事
録

な
ど
、
市
の
各
種
情
報
が
自
由
に

閲
覧
で
き
ま
す
。

　

利
用
時
間
は
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
30
分
で
す
。

　

ま
た
、
情
報
公
開
制
度
の
一
環

と
し
て
、
市
民
参
加
に
よ
る
市

政
の
推
進
を
目
的
に
、
各
種
の
会

議
を
公
開
し
て
お
り
、
傍
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。傍
聴
で
き
る

会
議
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
の

フ
ァ
イ
ル
で
、ご
覧
く
だ
さ
い
。


